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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と、
　前記絶縁層の下面に形成された金属板と、
　前記絶縁層の上面に互いに離間して形成された複数の凹部と、
　前記各凹部の底面上に形成された配線と、
　前記配線の上面に形成された第１めっき層と、
　前記第１めっき層の少なくとも一部を接続パッドとして露出する第１開口部を有する反
射層と、
　前記配線の下面に実装され、前記絶縁層内に埋め込まれた電子部品と、
を有し、
　前記絶縁層は、前記配線の側面全面及び下面を覆うように形成されていることを特徴と
する配線基板。
【請求項２】
　前記配線の下面に形成された第２めっき層を有し、
　前記電子部品は、導電性を有する接合部材を介して前記第２めっき層に接合されるとと
もに、前記接合部材及び前記第２めっき層を介して前記配線と電気的に接続されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記反射層は、前記第１めっき層の少なくとも一部を電極端子として露出する第２開口
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部を有し、
　前記電子部品は、前記電極端子と平面視で重なる位置に設けられていることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記電子部品は、前記接続パッドと平面視で重なる位置に設けられていることを特徴と
する請求項１～３のいずれか１項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記金属板は、前記絶縁層の下面全面を被覆していることを特徴とする請求項１～４の
いずれか１項に記載の配線基板。
【請求項６】
　前記反射層は、波長が４５０～７００ｎｍの間で５０％以上の反射率を有することを特
徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の配線基板。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１つに記載の配線基板と、
　前記配線基板上に搭載され、前記接続パッドと電気的に接続された発光素子と、
を有することを特徴とする発光装置。
【請求項８】
　絶縁層と、前記絶縁層の下面に形成された金属板と、前記絶縁層の上面に形成された複
数の凹部と、前記各凹部の底面上に形成された配線と、前記配線の上面に形成されためっ
き層と、を有する配線基板の製造方法であって、
　電解めっき法により、前記めっき層を形成する工程と、
　前記配線の下面に電子部品を実装する工程と、
　前記配線の側面全面及び下面と前記電子部品とを被覆する前記絶縁層を形成する工程と
、
　前記絶縁層の上面及び前記配線の上面に、前記めっき層の少なくとも一部を接続パッド
として露出する開口部を有する反射層を形成する工程と、を有することを特徴とする配線
基板の製造方法。
【請求項９】
　複数の配線を有する配線基板の製造方法であって、
　電解めっき法により、導電性基板の上面にめっき層を形成する工程と、
　前記導電性基板の上面にテープを貼り付ける工程と、
　前記配線を画定するための開口部を前記導電性基板に形成する工程と、
　前記導電性基板の下面に電子部品を実装する工程と、
　前記開口部を充填するとともに、前記導電性基板の下面及び前記電子部品を被覆する絶
縁層を形成する工程と、
　前記テープを剥離し、前記配線の上面及び前記絶縁層の上面を露出する工程と、
　前記配線の上面及び前記絶縁層の上面に、前記めっき層の少なくとも一部を接続パッド
として露出する開口部を有する反射層を形成する工程と、
を有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、発光装置及び配線基板の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光素子が基板に実装されてなる発光装置には、様々な形状のものが提案されて
いる。この種の発光装置としては、金属製の基板に形成された絶縁層上に配線層を形成し
、その配線層上に発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥＤ）などの発光素子を実
装した構造が知られている（例えば、特許文献１参照）。また、この発光装置では、発光
素子が実装される実装面と同一の平面上に、発光素子以外の電子部品（例えば、受動素子
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）が実装されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１２９５９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記発光装置では、発光素子で発光した光を効率良く使用するために実装面
側に発光素子の出射光を反射する反射膜が形成される。しかしながら、上記電子部品が実
装される領域では反射膜を形成することができない。このため、電子部品が実装される領
域では、反射膜が形成される領域に比べて反射率が著しく低下するという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、絶縁層と、前記絶縁層の下面に形成された金属板と、前記絶
縁層の上面に互いに離間して形成された複数の凹部と、前記各凹部の底面上に形成された
配線と、前記配線の上面に形成された第１めっき層と、前記第１めっき層の少なくとも一
部を接続パッドとして露出する第１開口部を有する反射層と、前記配線の下面に実装され
、前記絶縁層内に埋め込まれた電子部品と、を有し、前記絶縁層は、前記配線の側面全面
及び下面を覆うように形成されている。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、反射率の低下を抑制することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）は、第１実施形態のリードフレームを示す概略平面図、（ｂ）は、図１（
ａ）に示す領域Ｒの拡大平面図。
【図２】（ａ）は、第１実施形態のリードフレームの一部を示す概略断面図（図１（ｂ）
及び図２（ｂ）における２－２断面図）、（ｂ）は、図１（ｂ）に示した領域Ｒの拡大平
面図。なお、（ｂ）では、一部の部材（最表面に形成された絶縁層）の図示を省略してい
る。
【図３】第１実施形態の単位リードフレーム（配線基板）を示す概略断面図。
【図４】第１実施形態の発光装置を示す概略断面図。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の発光装置の製造方法を示す概略断面図。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の発光装置の製造方法を示す概略断面図。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の発光装置の製造方法を示す概略断面図。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の発光装置の製造方法を示す概略断面図。
【図９】（ａ）、（ｂ）は、変形例の発光装置を示す概略断面図。
【図１０】第２実施形態の単位リードフレーム（配線基板）を示す概略断面図。
【図１１】第２実施形態の発光装置を示す概略断面図。
【図１２】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態の発光装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１３】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態の発光装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は、第２実施形態の発光装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１５】変形例の発光装置を示す概略断面図。
【図１６】変形例の発光装置を示す概略断面図。
【図１７】（ａ）、（ｂ）は、変形例の発光装置を示す概略断面図。
【図１８】（ａ）、（ｂ）は、変形例の発光装置を示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、特徴を分かりや
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すくするために便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸
法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、断面図では、各部材の断面構造を分
かりやすくするために、一部の部材のハッチングを梨地模様に代えて示し、一部の部材の
ハッチングを省略している。
【０００９】
　（第１実施形態）
　以下、図１～図８に従って第１実施形態を説明する。
　図１（ａ）に示すように、リードフレーム１１は、平面視略矩形状の基板フレーム１２
を有している。基板フレーム１２の材料としては、例えば電気抵抗及び熱抵抗の低い金属
を用いることができる。このような基板フレーム１２の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）
、Ｃｕをベースにした合金、鉄－ニッケル（Ｆｅ－Ｎｉ）又はＦｅ－Ｎｉをベースにした
合金等を用いることができる。基板フレーム１２の厚さは、例えば２０～１５０μｍ程度
とすることができる。
【００１０】
　基板フレーム１２には、複数（ここでは、３つ）の樹脂充填領域１３が分離して画定さ
れている。各樹脂充填領域１３には、単位リードフレーム１４がマトリクス状（ここでは
、５×５）に複数個連設して形成されている。この単位リードフレーム１４は、最終的に
発光素子等の半導体素子が搭載されて個々の半導体装置（パッケージ）として切り出され
るものである。なお、各樹脂充填領域１３の外周には、長手方向（図中の左右方向）に延
在される一対のレール部１５と、幅方向（図中の上下方向）に延在される一対のレール部
１６とが形成されている。また、半導体装置の組み立てを行う際には、各単位リードフレ
ーム１４に半導体素子が搭載された後、各樹脂充填領域１３毎に一括モールディング方式
により樹脂封止が行われる。
【００１１】
　図２（ａ）に示すように、単位リードフレーム１４は、複数（ここでは、４つ）の配線
（リード）３０と、めっき層４０と、各配線３０間に形成された絶縁層５０と、電子部品
６０と、金属板７０と、絶縁層８０とを有している。
【００１２】
　図２（ｂ）に示すように、各配線３０の平面形状は、略長方形状に形成されている。こ
れら複数の配線３０は、単位リードフレーム１４の中央部において、平行に隣接して配置
されている。これら複数の配線３０は、基板フレーム１２の開口部１２Ｘによって互いに
分離されている。また、この開口部１２Ｘによって、隣り合う単位リードフレーム１４の
配線３０同士も互いに分離されている。なお、配線３０の厚さは、基板フレーム１２と同
様に、例えば２０～１５０μｍ程度とすることができる。
【００１３】
　配線３０は、発光素子２１（図４参照）が搭載される発光素子搭載領域に形成された配
線３１と、その配線３１を平面視で挟むようにして形成された配線３２とを有している。
　各配線３２の上面３２Ａには、所要の箇所にめっき層４０が形成されている。図１（ｂ
）及び図２（ｂ）に示すように、めっき層４０の平面形状は、例えば略長方形状に形成さ
れている。図２（ｂ）に示すように、複数のめっき層４０のうち左右外側に形成されため
っき層４０は、配線３２の上面３２Ａ全面を被覆するように、且つ配線３２の平面形状よ
りも大きく形成されている。
【００１４】
　図２（ａ）に示すように、配線３２のうち一部の配線３２（ここでは、配線３１よりも
図中右側に形成された２つの配線３２）の下面３２Ｂ（第２面）には、所要の箇所にめっ
き層４１が形成されている。例えば、めっき層４１は、少なくとも一部がめっき層４０と
平面視で重なるように形成されている。図示は省略するが、めっき層４１の平面形状は、
例えば略矩形状に形成されている。
【００１５】
　めっき層４０，４１は、例えばコンタクト性（ワイヤボンディング性やはんだ付け性な
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ど）を向上させる役割を果たす。また、めっき層４０は、例えば加熱処理時等の配線３０
の酸化を抑制する役割を果たす。このような機能を実現するためのめっき層４０，４１の
材料としては、配線３０よりも耐食性に優れ、硬度の低い金属であることが好ましく、例
えば金（Ａｕ）や銀（Ａｇ）などの貴金属、又はこれらの金属を少なくとも一種以上含む
貴金属合金を用いることができる。
【００１６】
　具体的には、めっき層４０，４１の例としては、例えば配線３２の上面３２Ａ又は下面
３２ＢからＮｉ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。また、めっき層
４０，４１の他の例としては、Ｎｉ層／パラジウム（Ｐｄ）層／Ａｕ層を順に積層した金
属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層／Ａｕ層
を順に積層した金属層を挙げることができる。ここで、上記Ｎｉ層はＮｉ又はＮｉ合金か
らなる金属層、上記Ａｕ層はＡｕ又はＡｕ合金からなる金属層、Ｐｄ層はＰｄ又はＰｄ合
金からなる金属層、Ａｇ層はＡｇ又はＡｇ合金からなる金属層である。このように、めっ
き層４０，４１は、最外層の金属層が貴金属又は貴金属合金からなる金属層であることが
好ましい。
【００１７】
　なお、本実施形態では、配線３２の上面３２Ａ上にＮｉ層とＡｕ層とがこの順番で積層
されて上記めっき層４０，４１が形成されている。なお、この場合のＮｉ層の厚さは例え
ば０．１～３μｍ程度とすることができ、Ａｕ層の厚さは例えば０．０１～１μｍ程度と
することができる。
【００１８】
　めっき層４１には、電子部品６０が実装されている。具体的には、めっき層４１の下面
には、接合部材６１を介して電子部品６０が実装されている。換言すると、電子部品６０
は、配線３２の下面３２Ｂに実装されている。すなわち、電子部品６０は、発光素子２１
（図４参照）が実装される実装面側（配線３０の上面３０Ａ側）とは反対側である配線３
２の下面３２Ｂに実装されている。例えば、電子部品６０の回路形成面（ここでは、上面
）がめっき層４１と対向するように、つまりフェイスダウンの状態で電子部品６０をめっ
き層４１の下面に接合部材６１により接合する。これにより、電子部品６０の回路形成面
に形成された電極（図示略）が接合部材６１及びめっき層４１を介して配線３２と接続さ
れている。
【００１９】
　電子部品６０は、図１（ｂ）及び図２（ｂ）に示すように、例えば平面視略矩形状に形
成されている。電子部品６０としては、例えば発光素子以外の電子部品を用いることがで
きる。具体的には、電子部品６０としては、例えばチップキャパシタ、チップインダクタ
、チップ抵抗やツェナーダイオード等の受動素子や、電源制御用の半導体チップ等を用い
ることができる。また、接合部材６１は、導電性を有する接合部材である。接合部材６１
としては、例えば異方性導電樹脂や導電性ペーストを用いることができる。
【００２０】
　図２（ａ）に示すように、上記開口部１２Ｘは、基板フレーム１２の厚さ方向に貫通し
て形成されている。すなわち、開口部１２Ｘは、配線３０の上面３０Ａから下面３０Ｂま
でを貫通するように形成されている。なお、開口部１２Ｘの内壁面は、基板フレーム１２
の厚さ方向の面、つまり配線３０の側面になる。
【００２１】
　絶縁層５０は、配線３０の側面全面を覆うように形成されている。具体的には、絶縁層
５０は、上記開口部１２Ｘに充填されている。また、絶縁層５０は、配線３０の下面３０
Ｂ全面及び電子部品６０全面を覆うように形成されている。例えば、絶縁層５０は、配線
３０の側面及び下面３０Ｂ、めっき層４１の側面及び下面、接合部材６１及び電子部品６
０の上下両面及び側面を被覆するように形成されている。すなわち、電子部品６０は、絶
縁層５０内に埋め込まれている（内蔵されている）。
【００２２】
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　上記絶縁層５０の上面５０Ａは、配線３０の上面３０Ａと略面一になるように形成され
ている。別の見方をすると、絶縁層５０の上面５０Ａには、所要の箇所に凹部５０Ｘが形
成されている。各凹部５０Ｘは、絶縁層５０の上面５０Ａから絶縁層５０の厚さ方向の中
途位置まで形成されている。すなわち、各凹部５０Ｘは、その底面が絶縁層５０の厚さ方
向の中途に位置するように形成されている。図２（ｂ）に示すように、各凹部５０Ｘの平
面形状は、配線３０と同様に、例えば略長方形状に形成されている。そして、図２（ａ）
に示すように、上記配線３０は、凹部５０Ｘの底面（第１面）上に形成され、その配線３
０の側面が凹部５０Ｘの側壁を構成する絶縁層５０によって覆われている。このように配
線３０は、絶縁層５０内に埋め込まれるように形成されている。
【００２３】
　このような絶縁層５０によって複数の配線３０が支持されている。具体的には、各単位
リードフレーム１４内の複数の配線３０が絶縁層５０によって上記レール部１５，１６（
図１（ａ）参照）に支持されている。この絶縁層５０は、配線３０と金属板７０とを絶縁
する機能と、配線３０と金属板７０とを接着する機能とを有している。また、絶縁層５０
は、当該単位リードフレーム１４に実装される発光素子２１（図４参照）の発光時に発生
する熱を金属板７０に伝導する機能を有する。このような機能を実現するための絶縁層５
０の材料としては、例えば熱伝導率の高い（例えば、１～１０Ｗ／ｍＫ程度の）絶縁性樹
脂であることが好ましい。例えば、絶縁層５０の材料としては、ポリイミド系樹脂やエポ
キシ系樹脂などの絶縁性樹脂に、熱伝導率の高い無機材料（例えば、シリカ、アルミナ、
窒化ホウ素）のフィラーを混入した樹脂材を用いることができる。具体的には、絶縁層５
０の材料としては、熱伝導率の観点から、フィラーを比較的多量（例えば、５０～８０ｖ
ｏｌ％程度）に含有した樹脂材を用いることができる。また、配線３０の下面から絶縁層
５０の下面までの厚さは、配線３０と金属板７０との絶縁性の観点から、例えば１００～
５００μｍ程度とすることができる。なお、絶縁層５０の絶縁性が高い場合には、放熱性
の観点から、絶縁層５０を薄く形成することが好ましい。
【００２４】
　金属板７０は、絶縁層５０の下面全面を覆うように形成されている。金属板７０は、絶
縁層５０に接着されている。金属板７０は、例えば平面視略矩形状の平板である。なお、
金属板７０は、絶縁層５０と接する面が粗化されていてもよい。
【００２５】
　金属板７０の材料としては、例えば銅、アルミニウム（Ａｌ）や鉄などの熱伝導性に優
れた金属又はこれらの金属を少なくとも一種以上含む合金を用いることができる。また、
金属板７０の材料としては、例えば窒化アルミニウム、窒化ケイ素やアルミナ等の熱伝導
性に優れたセラミック材を用いることができる。金属板７０の厚さは、高い熱伝導率を得
るために、例えば１００～２０００μｍ程度であることが好ましい。この金属板７０は、
リードフレーム１１の支持板として機能するとともに、発光素子２１（図４参照）の発光
時に発生する熱を放熱する放熱板として機能する。ここで、発光素子２１（例えば、発光
ダイオード）の発光効率は、その温度上昇に伴い減少する傾向にある。このため、上記金
属板７０により発光素子２１から発生する熱を効率良く放熱することにより、発光素子２
１の発光効率の低下を好適に抑制することができる。
【００２６】
　絶縁層８０は、配線３０の上面３０Ａ及び絶縁層５０の上面５０Ａを被覆するように形
成されている。例えば、絶縁層８０は、めっき層４０から露出する配線３０の上面３０Ａ
及び絶縁層５０の上面５０Ａを被覆するように形成されている。すなわち、絶縁層８０は
、めっき層４０を露出させるための開口部８０Ｘ，８０Ｙを有している。開口部８０Ｘは
、複数のめっき層４０のうち配線３１を挟む位置に形成された２つのめっき層４０の上面
全面を、発光素子搭載領域に搭載される発光素子２１と電気的に接続される接続パッドＰ
１として露出させる。また、開口部８０Ｙは、複数のめっき層４０のうち図中右側に形成
された２つのめっき層４０の上面全面を、実装基板（図示略）と電気的に接続される電極
端子Ｐ２として露出させる。図１（ｂ）に示すように、これら開口部８０Ｘ，８０Ｙの平
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面形状は、めっき層４０と同様に略長方形状に形成されている。この絶縁層８０の厚さは
例えば１０～３０μｍ程度とすることができる。このような絶縁層８０は、隣接する配線
３０間を絶縁する機能と、発光素子２１から発生する熱を放熱する機能とを有している。
【００２７】
　絶縁層８０は、高い反射率を有する。例えば、絶縁層８０は、波長が４５０ｎｍ～７０
０ｎｍの間で５０％以上（好適には８０％以上）の反射率を有することが好ましい。この
ような絶縁層８０は、白色レジスト層や反射層とも呼ばれる。この絶縁層８０の材料とし
ては、例えば白色の絶縁性樹脂を用いることができる。白色の絶縁性樹脂としては、例え
ばシリコーン系樹脂に白色の酸化チタン（ＴｉＯ２）、硫酸バリウム（ＢａＳＯ４）やア
ルミナ等からなるフィラーや顔料を含有した樹脂材を用いることができる。例えば、白色
の絶縁性樹脂としては、上記フィラーの含有量が５０ｖｏｌ％以上である樹脂材を用いる
ことができる。このような絶縁層８０（白色レジスト層）により単位リードフレーム１４
の最表面を覆うことにより、当該単位リードフレーム１４に実装される発光素子２１から
の光の反射率を高め、発光素子２１の光量ロスを低減させることができる。
【００２８】
　絶縁層８０の材料としては、耐熱性に優れた材料を用いることができる。例えば、絶縁
層８０の材料としては、シリコーンを含む樹脂材を用いることができる。このようなシリ
コーンを基本骨格とした材料は耐熱性及び耐光性が高いという優れた特性を有している。
このため、絶縁層８０のようにリードフレーム１１の最表面に形成される絶縁層の材料に
適している。
【００２９】
　図２（ａ）に示すように、絶縁層８０は、配線３１の上面及びその配線３１周辺の絶縁
層５０及び配線３２の上面を被覆する絶縁層８１と、絶縁層８１及びめっき層４０から露
出された絶縁層５０及び配線３２の上面を被覆する絶縁層８２とを有している。
【００３０】
　図３に示すように、図２（ａ）に示した破線の位置で絶縁層５０，８０及び金属板７０
が切断されて個片化された単位リードフレーム１４（以下、「配線基板１４」ともいう。
）では、切断面に絶縁層５０、金属板７０及び絶縁層８０の側面が露出されている。すな
わち、配線基板１４では、切断面に配線３０（基板フレーム１２）の側面が露出されてい
ない。
【００３１】
　次に、図４に従って発光装置２０の構造について説明する。
　発光装置２０は、上記配線基板１４と、その配線基板１４に実装された一つ又は複数の
発光素子２１と、ボンディングワイヤ２３と、発光素子２１及びボンディングワイヤ２３
等を封止する封止樹脂２４と、外部接続用ワイヤ２５とを有している。
【００３２】
　発光素子２１は、配線基板１４の絶縁層８１上に搭載されている。具体的には、発光素
子２１は、絶縁層８１上に接着剤２２を介して接着されている。また、発光素子２１は、
一方の電極（図示略）がボンディングワイヤ２３を介して一方の接続パッドＰ１（めっき
層４０）と電気的に接続され、他方の電極（図示略）がボンディングワイヤ２３を介して
他方の接続パッドＰ１（めっき層４０）と電気的に接続されている。これにより、発光素
子２１は、ボンディングワイヤ２３及びめっき層４０を介して、配線３２と電気的に接続
されている。
【００３３】
　絶縁層８０の開口部８０Ｙから露出されためっき層４０、つまり電極端子Ｐ２は、外部
接続用ワイヤ２５を介して実装基板（図示略）と電気的に接続されている。このような接
続により、発光素子２１は、外部の電源（図示略）から実装基板、電極端子Ｐ２や配線３
２等を介して給電されて発光する。
【００３４】
　上記発光素子２１としては、例えば発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥＤ）
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や面発光型半導体レーザ（Vertical Cavity Surface Emitting Laser：ＶＣＳＥＬ）を用
いることができる。ボンディングワイヤ２３及び外部接続用ワイヤ２５としては、例えば
Ａｕワイヤ、アルミニウム（Ａｌ）ワイヤやＣｕワイヤなどを用いることができる。
【００３５】
　封止樹脂２４は、発光素子２１及びボンディングワイヤ２３等を封止するように配線基
板１４の上面に設けられている。なお、電極端子Ｐ２及びその電極端子Ｐ２周辺は、封止
樹脂２４で封止されていない。この封止樹脂２４の材料としては、例えばシリコーン樹脂
に蛍光体を含有させた樹脂材を用いることができる。このような蛍光体を含有させた樹脂
材を発光素子２１上に形成することにより、発光素子２１の発光と蛍光体の発光の混色を
用いることが可能となり、発光装置２０の発光色を様々に制御することができる。
【００３６】
　次に、配線基板１４及び発光装置２０の作用について説明する。
　発光素子２１が搭載される実装面とは反対側の配線３２の下面３２Ｂに電子部品６０を
実装し、その電子部品６０を絶縁層５０に内蔵するようにした。これにより、配線基板１
４に実装された発光素子２１から発光される光の反射が電子部品６０によって遮られるこ
とが抑制される。また、電子部品６０を実装面側に実装する場合に比べて、高い反射率を
有する絶縁層８０の形成領域を広く確保することができる。したがって、配線基板１４に
おいて発光素子２１から発光される光の反射率が低下することを抑制することができる。
【００３７】
　次に、発光装置２０の製造方法について説明する。
　まず、図５（ａ）に示すように、基板フレーム１２の母材となる導電性基板９０を準備
する。この導電性基板９０の材料としては、例えばＣｕ、Ｃｕをベースにした合金、Ｆｅ
－Ｎｉ又はＦｅ－Ｎｉをベースにした合金からなる金属板を用いることができる。この導
電性基板９０の厚さは、例えば５０～２５０μｍ程度とすることができる。
【００３８】
　次に、図５（ｂ）に示す工程では、導電性基板９０の上面９０Ａ上に、所定の箇所に開
口パターン９１Ｘを有するレジスト層９１を形成するとともに、導電性基板９０の下面９
０Ｂ上に、所定の箇所に開口パターン９２Ｘを有するレジスト層９２を形成する。なお、
必要に応じて、導電性基板９０の上面９０Ａ及び下面９０Ｂを粗化し、その粗化された上
面９０Ａ上にレジスト層９１を形成し、粗化された下面９０Ｂ上にレジスト層９２を形成
するようにしてもよい。開口パターン９１Ｘは、めっき層４０の形成領域に対応する部分
の導電性基板９０を露出するように形成される。開口パターン９２Ｘは、めっき層４１の
形成領域に対応する部分の導電性基板９０を露出するように形成される。レジスト層９１
，９２の材料としては、例えば次工程のめっき処理に対して耐めっき性がある材料を用い
ることができる。具体的には、レジスト層９１，９２の材料としては、感光性のドライフ
ィルムレジスト又は液状のフォトレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等
のドライフィルムレジストや液状レジスト）等を用いることができる。例えば感光性のド
ライフィルムレジストを用いる場合には、導電性基板９０の上面９０Ａ及び下面９０Ｂに
ドライフィルムを熱圧着によりラミネートし、そのドライフィルムをフォトリソグラフィ
法によりパターニングして上記開口パターン９１Ｘを有するレジスト層９１と上記開口パ
ターン９２Ｘを有するレジスト層９２を形成する。なお、液状のフォトレジストを用いる
場合にも、同様の工程を経て、レジスト層９１を形成することができる。
【００３９】
　続いて、図５（ｃ）に示す工程では、レジスト層９１，９２をめっきマスクとして、導
電性基板９０の上面９０Ａ及び下面９０Ｂに、その導電性基板９０をめっき給電層に利用
する電解めっき法を施す。例えば、レジスト層９１の開口パターン９１Ｘから露出された
導電性基板９０の上面９０Ａに電解めっき法を施すことにより、その導電性基板９０の上
面９０Ａ上にめっき層４０を形成する。また例えば、レジスト層９２の開口パターン９２
Ｘから露出された導電性基板９０の下面９０Ｂに電解めっき法を施すことにより、その導
電性基板９０の下面９０Ｂ上にめっき層４１を形成する。なお、例えばめっき層４０，４
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１がＮｉ／Ａｕ層である場合には、電解めっき法により、レジスト層９１，９２の開口パ
ターン９１Ｘ，９２Ｘからそれぞれ露出された導電性基板９０の上面９０Ａ及び下面９０
ＢにＮｉ層とＡｕ層を順に積層する。その後、レジスト層９１，９２を例えばアルカリ性
の剥離液により除去する。
【００４０】
　次に、図５（ｄ）に示す工程では、導電性基板９０の上面９０Ａにテープ９３を接着す
る。例えば、片面に粘着剤９３Ｂが塗布されたフィルム状のテープ基材９３Ａの粘着剤９
３Ｂが塗布されている側の面９３Ｃを導電性基板９０の上面９０Ａに貼り付ける。ここで
、テープ９３の材料としては、例えば耐薬品性や耐熱性に優れた材料を用いることができ
る。また、テープ基材９３Ａの材料としては、例えば作業性が良好な材料であることが好
ましい。このようなテープ基材９３Ａの材料としては、例えばポリイミド樹脂やポリエス
テル樹脂を用いることができる。また、粘着剤９３Ｂの材料としては、後工程で形成され
る絶縁層５０（図２（ａ）参照）から容易に剥離することができる材料であることが好ま
しい。このような粘着剤９３Ｂの材料としては、例えばシリコーン系、アクリル系やオレ
フィン系の粘着材料を用いることができる。テープ基材９３Ａの厚さは、例えば２０～５
０μｍ程度とすることができる。また、粘着剤９３Ｂの厚さは、例えばめっき層４０の厚
さよりも厚くなるように設定することが好ましい。具体的には、めっき層４０の厚さは例
えば１～１１μｍ程度であり、粘着剤９３Ｂの厚さは例えば２０～３０μｍ程度である。
このように厚さを設定することにより、例えば導電性基板９０の上面９０Ａにシート状の
テープ９３を熱圧着によりラミネートする際に、粘着剤９３Ｂ中にめっき層４０が圧入さ
れる。これにより、めっき層４０の側面全面及び上面全面が粘着剤９３Ｂによって被覆さ
れる。このようにめっき層４０が粘着剤９３Ｂ中に圧入されると、そのめっき層４０の形
成によって生じる導電性基板９０の上面９０Ａ側の凹凸が粘着剤９３Ｂによって吸収され
ることになる。したがって、そのような凹凸に起因してテープ９３と導電性基板９０との
間の接着力及び密着力が低下するといった問題の発生を抑制することができる。
【００４１】
　続いて、図６（ａ）に示す工程では、導電性基板９０の下面９０Ｂに、開口部１２Ｘの
形状に対応した開口部９４Ｘを有するレジスト層９４を形成する。レジスト層９４の材料
としては、次工程のエッチング処理に対して耐エッチング性がある材料を用いることがで
きる。具体的には、レジスト層９４の材料としては、感光性のドライフィルムレジスト又
は液状のフォトレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹脂等のドライフィルム
レジストや液状レジスト）等を用いることができる。例えば感光性のドライフィルムレジ
ストを用いる場合には、導電性基板９０の下面９０Ｂにドライフィルムを熱圧着によりラ
ミネートし、そのドライフィルムを露光・現像によりパターニングして上記レジスト層９
４を形成する。なお、液状のフォトレジストを用いる場合にも、同様の工程を経て、レジ
スト層９４を形成することができる。
【００４２】
　次いで、図６（ｂ）に示す工程では、レジスト層９４をエッチングマスクとして、導電
性基板９０を下面９０Ｂ側からエッチングして、基板フレーム１２を形成する。例えば、
レジスト層９４の開口部９４Ｘから露出された導電性基板９０を下面９０Ｂ側からエッチ
ングし、導電性基板９０に開口部１２Ｘを形成して基板フレーム１２を形成する。この開
口部１２Ｘの形成により、各単位リードフレーム１４に複数の配線３０が画定される。な
お、ウェットエッチング（等方性エッチング）により導電性基板９０をパターニングする
場合には、そのウェットエッチングで使用されるエッチング液は、導電性基板９０の材質
に応じて適宜選択することができる。例えば導電性基板９０として銅を用いる場合には、
エッチング液として塩化第二鉄水溶液を使用することができ、導電性基板９０の下面９０
Ｂ側からスプレーエッチングにて上記パターニングを実施することができる。なお、本工
程では、テープ９３及びめっき層４０がエッチングストッパ層として機能する。
【００４３】
　次に、図６（ｃ）に示す工程では、図６（ｂ）に示したレジスト層９４を例えばアルカ
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リ性の剥離液により除去する。これにより、発光素子２１が実装される実装面とは反対側
の面である配線３０の下面３０Ｂ及びその下面３０Ｂに形成されためっき層４１の下面が
露出されることになる。
【００４４】
　次に、図６（ｄ）に示す工程では、めっき層４１の下面に電子部品６０を搭載する。例
えば、電子部品６０の回路形成面（ここでは、上面）がめっき層４１と対向するように、
つまりフェイスダウンの状態で電子部品６０をめっき層４１の下面に接合部材６１により
接合する。例えば、めっき層４１の下面に予め接合部材６１を塗布しておき、フェイスダ
ウンの状態でめっき層４１の下面に配置された電子部品６０を加熱・加圧することにより
、接合部材６１を介してめっき層４１の下面に電子部品６０を接合する。このとき、電子
部品６０の回路形成面に形成された電極（図示略）が接合部材６１を介してめっき層４１
と電気的に接続される。本工程では、接合部材６１として、粘着性を有するシート状の異
方性導電樹脂（例えば、ＡＣＦ（Anisotropic Conductive Film））やペースト状の異方
性導電樹脂（例えば、ＡＣＰ（Anisotropic Conductive Paste））等を用いることができ
る。ここで、ＡＣＰ及びＡＣＦは、例えばエポキシ系樹脂又はシアネートエステル系樹脂
をベースとする絶縁性樹脂にＮｉ／Ａｕに被膜された小径球状の樹脂が分散されたもので
あり、鉛直方向に対しては導電性を有し、水平方向には絶縁性を有する樹脂である。この
ようなＡＣＦやＡＣＰを接合部材６１として用いる場合には、めっき層４１と電子部品６
０との間に接合部材６１（ＡＣＦ又はＡＣＰ）を介在させて加圧することにより、接合部
材６１のうちめっき層４１と電子部品６０との間に配置された部分が強く加圧されて厚さ
方向に導電性を示すようになる。これにより、接合部材６１を介してめっき層４１と電子
部品６０とが電気的に接続される。
【００４５】
　続いて、図７（ａ）及び図７（ｂ）に示す工程では、テープ９３の面９３Ｃに、配線３
０、めっき層４１、接合部材６１及び電子部品６０を覆う絶縁層５０と、金属板７０とを
この順番で積層する。これら絶縁層５０及び金属板７０の積層は、例えば以下の方法によ
り行うことができる。
【００４６】
　例えば図７（ａ）に示すように、絶縁層５０と、金属板７０とを用意する。本工程にお
ける絶縁層５０は、Ｂ－ステージ（半硬化状態）のものが使用される。本工程における絶
縁層５０の粘度は、例えば開口部１２Ｘを好適に充填でき、配線３０及び電子部品６０等
を全体的に被覆することが可能な粘度に調整されている。絶縁層５０の厚さは、例えば開
口部１２Ｘを完全に塞ぎ、配線３０及び電子部品６０等を全体的に被覆するのに十分な厚
さに設定されている。例えば、絶縁層５０の厚さは１５０～７５０μｍ程度とすることが
できる。
【００４７】
　続いて、図７（ａ）に示すように、図６（ｄ）に示した構造体の下面側に上から順に絶
縁層５０と金属板７０とを配置する。そして、図６（ｄ）に示した構造体、絶縁層５０及
び金属板７０を両面側から真空雰囲気で８０～２００℃程度の温度で加熱・加圧する。こ
れにより、図７（ｂ）に示すように、絶縁層５０が開口部１２Ｘ内に充填され、絶縁層５
０によって配線３０、めっき層４１、接合部材６１及び電子部品６０が被覆される。すな
わち、絶縁層５０内に配線３０、めっき層４１、接合部材６１及び電子部品６０が埋め込
まれる。次いで、絶縁層５０を１５０℃程度の温度雰囲気でキュア（熱硬化処理）を行う
ことにより硬化させる。上記硬化に伴って絶縁層５０と配線３０とが接着されるとともに
、絶縁層５０と金属板７０とが接着される。これにより、テープ９３の面９３Ｃに絶縁層
５０と金属板７０とが積層される。このとき、テープ９３の面９３Ｃと接する配線３０の
上面３０Ａ及び絶縁層５０の上面５０Ａは、テープ９３の面９３Ｃ（平坦面）に沿った形
状に形成される。このため、配線３０の上面３０Ａ及び絶縁層５０の上面５０Ａは平坦に
形成される。
【００４８】
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　また、絶縁層５０と金属板７０との積層は、例えば樹脂モールド成形法により形成する
こともできる。例えば絶縁層５０の材料として熱硬化性を有したモールド樹脂を用いる場
合には、図６（ｄ）に示した構造体と金属板７０を所定距離だけ離間した状態で金型内に
収容し、ゲート部（図示略）から対応する樹脂充填領域１３（図１（ａ）参照）に上記モ
ールド樹脂を充填しながら加熱及び加圧処理を行う。これにより、図７（ｂ）に示すよう
に、開口部１２Ｘを充填するように、且つ配線３０及び電子部品６０等を全体的に被覆す
るように、配線３０と金属板７０との間に絶縁層５０が形成される。これにより、テープ
９３の面９３Ｃに絶縁層５０と金属板７０とが積層される。なお、上記モールド樹脂を充
填する方法としては、例えばトランスファーモールドやインジェクションモールド等の方
法を用いることができる。
【００４９】
　上記絶縁層５０及び金属板７０の平面形状及び大きさは、例えば上記樹脂充填領域１３
（図１（ａ）参照）の平面形状及び大きさと略同じになるように形成されている。
　次いで、図７（ｃ）に示す工程では、図７（ｂ）に示したテープ９３を剥離して除去す
る。但し、この段階では、配線３０の上面３０Ａ側に、剥離したテープ９３の粘着剤９３
Ｂ（図７（ｂ）参照）の一部が残存している可能性がある。そこで、その残存している可
能性のある粘着剤９３Ｂを、例えばアッシング（酸素プラズマを用いたドライエッチング
）やブラストで除去するようにしてもよい。このようにテープ９３が除去されると、上述
のように平坦に形成された配線３０の上面３０Ａ及び絶縁層５０の上面５０Ａが露出する
。
【００５０】
　続いて、図８（ａ）に示す工程では、配線３０上及び絶縁層５０上に、接続パッドＰ１
及び電極端子Ｐ２にそれぞれ対応する開口部８０Ｘ，８０Ｙを有する絶縁層８０を形成す
る。具体的には、配線３０上及び絶縁層５０上に、めっき層４０の上面を露出する絶縁層
８０を形成する。この絶縁層８０（絶縁層８１，８２）は、例えば樹脂ペーストのスクリ
ーン印刷法によって形成することができる。また、絶縁層８０は、注射器（ディスペンサ
）によって液状樹脂を塗布することによって形成することもできる。絶縁層８０の材料と
して感光性の絶縁樹脂を用いる場合には、フォトリソグラフィにより開口部８０Ｘ，８０
Ｙを有する絶縁層８０を形成することもできる。
【００５１】
　続いて、絶縁層８０を１５０℃程度の温度雰囲気でキュア（熱硬化処理）を行うことに
より硬化させる。
　上記絶縁層８０（絶縁層８１，８２）の形成によって、めっき層４０のうち一部のめっ
き層４０が接続パッドＰ１として開口部８０Ｘから露出され、めっき層４０のうち残りの
めっき層４０が電極端子Ｐ２として開口部８０Ｙから露出される。このため、絶縁層８０
の形成後に、コンタクト性を向上させるために配線３０上に電解めっき等を施す必要がな
い。
【００５２】
　以上の製造工程により、単位リードフレーム（配線基板）１４がマトリクス状に複数個
連設された構造、つまり図１及び図２に示したリードフレーム１１が製造される。
　次に、図８（ｂ）に示す工程では、各単位リードフレーム１４に１又は複数の発光素子
２１をワイヤボンディング実装する。詳述すると、まず、各単位リードフレーム１４の発
光素子搭載領域に形成された絶縁層８１上に接着剤２２を介して発光素子２１を搭載する
。続いて、発光素子２１の電極（図示略）と、絶縁層８０の開口部８０Ｘから露出された
めっき層４０（つまり、接続パッドＰ１）とをボンディングワイヤ２３により接続し、発
光素子２１と配線３２とを電気的に接続する。具体的には、発光素子２１の一方の電極を
一方の接続パッドＰ１とボンディングワイヤ２３により電気的に接続するとともに、発光
素子２１の他方の電極を他方の接続パッドＰ１とボンディングワイヤ２３により電気的に
接続する。
【００５３】
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　次に、図８（ｃ）に示す工程では、単位リードフレーム１４上に実装された発光素子２
１及びボンディングワイヤ２３を封止する封止樹脂２４を形成する。例えば、一括モール
ディング方式により、樹脂充填領域１３毎に、発光素子２１が搭載されている側のリード
フレーム１１の面（図中の上面）の一部を封止樹脂２４で封止する。これにより、各単位
リードフレーム１４に実装された発光素子２１とボンディングワイヤ２３とが封止樹脂２
４で封止される。この封止工程は、特に図示はしないが、例えばモールディング金型（１
組の上型及び下型）の下型上に図８（ｂ）に示した構造体を載せ、上方から上型で挟み込
むようにして、モールドゲート部（図示略）から対応する樹脂充填領域１３（図１（ａ）
参照）に絶縁性樹脂を注入しながら加熱及び加圧することにより行われる。この封止樹脂
２４としては、例えばトランスファーモールド法、コンプレッションモールド法やインジ
ェクションモールド法などにより形成されたモールド樹脂を用いることができる。
【００５４】
　その後、破線で示した切断位置の絶縁層５０，８０及び金属板７０をダイシングブレー
ド等によって切断する。これにより、単位リードフレーム１４に発光素子２１が実装され
てなる発光装置２０が複数個製造される。そして、その発光装置２０を実装基板に実装す
る際に、電極端子Ｐ２に外部接続用ワイヤ２５が接続される。
【００５５】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）発光素子２１が搭載される実装面とは反対側の配線３２の下面３２Ｂに電子部品
６０を実装し、その電子部品６０を絶縁層５０に内蔵するようにした。これにより、配線
基板１４に実装された発光素子２１から発光される光の反射が電子部品６０によって遮ら
れることが抑制される。また、電子部品６０を実装面側に実装する場合に比べて、高い反
射率を有する絶縁層８０の形成領域を広く確保することができる。したがって、配線基板
１４において発光素子２１から発光される光の反射率が低下することを抑制することがで
きる。換言すると、発光素子２１から発光される光を効率的に外部に出射させることがで
き、発光装置２０の発光効率を向上させることができる。
【００５６】
　（２）電子部品６０を、外部接続用ワイヤ２５が接続される電極端子Ｐ２と平面視で重
なる位置に設けるようにした。これにより、例えば電子部品６０を、電極端子Ｐ２と平面
視で重ならない位置に設ける場合に比べて、配線基板１４を小型化することができる。
【００５７】
　（３）配線３２の下面３２Ｂにめっき層４１を形成し、そのめっき層４１の下面に接合
部材６１を介して電子部品６０を接合するようにした。これにより、配線３２の下面３２
Ｂに接合部材６１を介して電子部品６０を接合する場合に比べて、接合部材６１とめっき
層４１（配線３２）とのコンタクト性を向上させることができる。
【００５８】
　（４）高い反射率を有する絶縁層８１上に発光素子２１を搭載するようにした。これに
より、発光素子２１の発光効率を向上させることができる。
　（５）発光素子２１が搭載される絶縁層８１の直下に配線３１を形成するようにした。
これにより、発光素子２１から発生した熱を絶縁層８１から配線３１及び絶縁層５０を通
じて金属板７０に放熱することができる。ここで、配線３１は絶縁層５０よりも高い熱伝
導率を有しているため、発光素子２１から発生した熱を、絶縁層５０上に絶縁層８１が形
成される場合よりも効率良く金属板７０に放熱することができる。これにより、発光素子
２１の発光効率の低下を好適に抑制することができる。
【００５９】
　（６）配線３２の上面３２Ａ上に電解めっき法によりめっき層４０を形成した後に、そ
のめっき層４０を露出させる開口部８０Ｘ，８０Ｙを有する絶縁層８０を形成するように
した。この場合には、電解めっき法によりめっき層４０を形成する際には、絶縁層８０が
形成されていないため、その絶縁層８０の存在に起因してめっき液が劣化することを未然
に防止することができる。詳述すると、絶縁層８０を形成した後に、開口部８０Ｘ，８０
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Ｙから露出された配線３０に対してめっき法（電解めっき法又は無電解めっき法）を施す
場合には、そのときに使用されるめっき液に対して絶縁層８０に含まれる樹脂材等が溶出
する。このため、めっき液の劣化とそれによる液寿命の短縮化を引き起こすという問題が
ある。これに対し、本実施形態の製造方法によれば、電解めっき法を実施する際には、絶
縁層８０が形成されていないため、上述したような問題の発生を未然に防止することがで
きる。すなわち、本実施形態の製造方法によれば、めっき液の劣化を抑制することができ
る。これにより、めっき液の液寿命を延ばすことができ、そのめっき液を継続的に使用す
ることができる。この結果、コスト削減に貢献することができる。
【００６０】
　さらに、無電解めっきや電解めっきを行う際に絶縁層８０がめっき槽のめっき液中に浸
漬されることがないため、絶縁層８０にめっき液が染み込むことを未然に防止することが
できる。これにより、絶縁層８０の反射率が低下することを抑制することができる。
【００６１】
　（６）各配線３０の側面全面を覆うように絶縁層５０を形成し、その絶縁層５０によっ
て各配線３０を支持するようにした。これにより、従来のリードフレームでは、配線（リ
ード）を支持するために必要であったサポートバーやセクションバー等を省略することが
できる。このため、図２に示した破線の位置で絶縁層５０，８０及び金属板７０を切断す
ることにより単位リードフレーム１４を個片化した場合に、切断面に配線３０（基板フレ
ーム１２）の側面が露出されない。これにより、配線３０の酸化を好適に抑制することが
できる。
【００６２】
　さらに、個片化した単位リードフレーム１４では、配線３０の側面全面が絶縁層５０に
よって覆われる。このため、単位リードフレーム１４及びその単位リードフレーム１４を
用いた発光装置２０における絶縁信頼性を向上させることができる。
【００６３】
　（７）導電性基板９０をテープ９３に貼り付けた状態で、その導電性基板９０をパター
ニングして基板フレーム１２（配線３０）を形成するようにした。このため、エッチング
により配線３０のみを残すようにしても、つまり従来のリードフレームでは配線を支持す
るために必要であったセクションバーやサポートバーを残さずに配線３０のみを残すよう
にしても、テープ９３によって配線３０を保持することができる。さらに、テープ９３に
よって保持された配線３０を封止するように絶縁層５０を形成し、その後、テープ９３を
剥離するようにした。このように、配線３０を支持する絶縁層５０が形成された後に、テ
ープ９３が剥離される。このため、テープ９３の剥離後においても、絶縁層５０によって
配線３０を所定の位置に保持（支持）することができる。したがって、従来必要であった
配線を支持するためのセクションバーやサポートバーを省略することができる。
【００６４】
　（第１実施形態の変形例）
　なお、上記第１実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる
。
【００６５】
　・上記第１実施形態における絶縁層８０の形状に特に限定されない。例えば上記第１実
施形態では、めっき層４０の上面全面を露出するように絶縁層８０を形成するようにした
が、これに限定されない。
【００６６】
　例えば図９（ａ）に示すように、めっき層４０の上面の一部を被覆するように絶縁層８
０（絶縁層８１，８２）を形成するようにしてもよい。
　・また、上記第１実施形態では、絶縁層８０（絶縁層８２）の外側面を絶縁層５０及び
金属板７０の外側面と面一になるように形成した。これに限らず、例えば図９（ａ）に示
すように、絶縁層８０（絶縁層８２）を絶縁層５０及び金属板７０の外側面から後退する
ように形成してもよい。
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【００６７】
　・上記第１実施形態及び上記変形例では、配線３２の上面３２Ａ上にめっき層４０を形
成するようにしたが、これに限定されない。
　例えば図９（ｂ）に示すように、配線３２の上面３２Ａに凹部３２Ｘを形成し、その凹
部３２Ｘの底面（第１面）上にめっき層４０を形成するようにしてもよい。詳述すると、
凹部３２Ｘは、配線３２の上面３２Ａから配線３２の厚さ方向の中途位置まで形成されて
いる。すなわち、凹部３２Ｘは、その底面が配線３２の厚さ方向の中途に位置するように
形成されている。そして、めっき層４０は、配線３２の凹部３２Ｘ内に形成されている。
このため、本例のめっき層４０の側面は、凹部３２Ｘの側壁を構成する配線３２によって
被覆されている。このように、めっき層４０が配線３２内に埋め込まれるようにしてもよ
い。このときのめっき層４０を、その上面が配線３２の上面３２Ａと面一になるように形
成してもよいし、上面が配線３２の上面３２Ａよりも上方に突出するように形成してもよ
い。また、めっき層４０を、その上面が配線３２の上面３２Ａよりも低くなるように形成
してもよい。
【００６８】
　（第２実施形態）
　以下、第２実施形態を図１０～図１５に従って説明する。先の図１～図９に示した部材
と同一の部材にはそれぞれ同一の符号を付して示し、それら各要素についての詳細な説明
は省略する。
【００６９】
　図１０に示すように、配線基板（単位リードフレーム）１４は、複数（ここでは、４つ
）の配線３５と、めっき層４０と、絶縁層５５と、電子部品６０と、金属板７０と、絶縁
層８０とを有している。
【００７０】
　配線３５は、絶縁層５５の上面５５Ａ上に積層されている。各配線３５の平面形状は、
上記配線３０と同様に、例えば略長方形状に形成されている。これら複数の配線３５は、
平行に隣接して配置されている。これら複数の配線３５は、開口部１２Ｘによって互いに
分離されている。なお、配線３５の厚さは、例えば５０～２５０μｍ程度とすることがで
きる。
【００７１】
　配線３５は、発光素子２１（図１１参照）が搭載される発光素子搭載領域に形成された
配線３６と、その配線３６を平面視で挟むようにして形成された配線３７とを有している
。
【００７２】
　各配線３７の上面３７Ａには、所要の箇所にめっき層４０が形成されている。また、配
線３７のうち一部の配線３７（ここでは、配線３６よりも図中右側に形成された２つの配
線３７）の下面３７Ｂには、所要の箇所にめっき層４１が形成されている。このめっき層
４１の下面には、電子部品６０が実装されている。
【００７３】
　絶縁層５５は、配線３５の下面全面を被覆するように、且つめっき層４１、接合部材６
１及び電子部品６０を全体的に被覆するように形成されている。例えば、絶縁層５５は、
配線３５の下面、めっき層４１の側面及び下面、接合部材６１及び電子部品６０の上下両
面及び側面を被覆するように形成されている。すなわち、電子部品６０は、絶縁層５５内
に埋め込まれている（内蔵されている）。この絶縁層５５は、配線３５と金属板７０とを
絶縁する機能と、配線３５と金属板７０とを接着する機能を有している。
【００７４】
　絶縁層５５の材料としては、例えば絶縁層５０と同様の材料を用いることができる。例
えば、絶縁層５５の材料としては、ポリイミド系樹脂やエポキシ系樹脂などの絶縁性樹脂
に、熱伝導率の高い無機材料（例えば、シリカ、アルミナ、窒化ホウ素）のフィラーを混
入した樹脂材を用いることができる。具体的には、絶縁層５５の材料としては、熱伝導率
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の観点から、フィラーを比較的多量（例えば、５０～８０ｖｏｌ％程度）に含有した樹脂
材を用いることができる。また、配線３５の下面から絶縁層５５の下面までの厚さは、配
線３５と金属板７０との絶縁性の観点から、例えば１５０～７５０μｍ程度とすることが
できる。なお、絶縁層５５の絶縁性が高い場合には、放熱性の観点から、絶縁層５５を薄
く形成することが好ましい。
【００７５】
　金属板７０は、絶縁層５５の下面全面を覆うように形成されている。金属板７０は、絶
縁層５５に接着されている。
　絶縁層８０は、配線３５の上面及び絶縁層５５の上面５５Ａを被覆するように形成され
ている。例えば、絶縁層８０は、めっき層４０から露出する配線３５の上面及び絶縁層５
５の上面５５Ａを被覆するように形成されている。このような絶縁層８０は、配線３６の
上面及びその配線３６周辺の絶縁層５５及び配線３７の上面を被覆する絶縁層８１と、絶
縁層８１及びめっき層４０から露出された絶縁層５５及び配線３７の上面を被覆する絶縁
層８２とを有している。
【００７６】
　次に、発光装置２０の構造について説明する。
　図１１に示すように、発光装置２０は、上記配線基板１４と、その配線基板１４に実装
された一つ又は複数の発光素子２１と、ボンディングワイヤ２３と、発光素子２１及びボ
ンディングワイヤ２３等を封止する封止樹脂２４と、外部接続用ワイヤ２５とを有してい
る。
【００７７】
　発光素子２１は、配線基板１４にワイヤボンディング実装されている。封止樹脂２４は
、発光素子２１及びボンディングワイヤ２３等を封止するように配線基板１４の上面に設
けられている。なお、電極端子Ｐ２は、外部接続用ワイヤ２５を介して実装基板（図示略
）と電気的に接続されている。
【００７８】
　次に、発光装置２０の製造方法について説明する。
　まず、図１２（ａ）に示す工程では、図５（ａ）～図５（ｄ）に示した工程と同様の製
造工程を実施することにより、図５（ｄ）に示した構造体と同様の構造体を製造する。続
いて、図６（ｃ）に示した工程と同様に、めっき層４１の下面に電子部品６０を搭載する
。例えば、電子部品６０の回路形成面（ここでは、上面）がめっき層４１と対向するよう
に、つまりフェイスダウンの状態で電子部品６０をめっき層４１の下面に接合部材６１に
より接合する。
【００７９】
　続いて、図１２（ｂ）及び図１２（ｃ）に示す工程では、導電性基板９０の下面９０Ｂ
に、めっき層４１、接合部材６１及び電子部品６０を覆う絶縁層５５と、金属板７０とを
この順番で積層する。これら絶縁層５５及び金属板７０の積層は、例えば図７（ａ）及び
図７（ｂ）に示した工程と同様の方法により行うことができる。
【００８０】
　例えば図１２（ｂ）に示すように、絶縁層５５と、金属板７０とを用意する。本工程に
おける絶縁層５５は、Ｂ－ステージ（半硬化状態）のものが使用される。続いて、図１２
（ｂ）に示すように、図１２（ａ）に示した構造体の下面側に上から順に絶縁層５５と金
属板７０とを配置する。そして、図１２（ａ）に示した構造体、絶縁層５５及び金属板７
０を両面側から真空雰囲気で８０～２００℃程度の温度で加熱・加圧する。これにより、
図１２（ｃ）に示すように、絶縁層５５によって、導電性基板９０の下面９０Ｂ、めっき
層４１、接合部材６１及び電子部品６０が全体的に被覆される。すなわち、絶縁層５５内
にめっき層４１、接合部材６１及び電子部品６０が埋め込まれる。次いで、絶縁層５５を
１５０℃程度の温度雰囲気でキュア（熱硬化処理）を行うことにより硬化させる。上記硬
化に伴って絶縁層５５と導電性基板９０とが接着されるとともに、絶縁層５５と金属板７
０とが接着される。これにより、導電性基板９０の下面９０Ｂに絶縁層５５と金属板７０
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とが積層される。
【００８１】
　次いで、図１３（ａ）に示す工程では、図１２（ｃ）に示したテープ９３を剥離して除
去する。但し、この段階では、導電性基板９０の上面９０Ａ側に、剥離したテープ９３の
粘着剤９３Ｂ（図１２（ｃ）参照）の一部が残存している可能性がある。そこで、その残
存している可能性のある粘着剤９３Ｂを、例えばアッシング（酸素プラズマを用いたドラ
イエッチング）やブラストで除去するようにしてもよい。このようにテープ９３が除去さ
れると、導電性基板９０の上面９０Ａ及びめっき層４０が露出する。
【００８２】
　次に、図１３（ｂ）に示す工程では、導電性基板９０の上面９０Ａに、開口部１２Ｘの
形状に対応した開口部９５Ｘを有するレジスト層９５を形成する。レジスト層９５の材料
としては、上記レジスト層９４と同様の材料を用いることができる。
【００８３】
　続いて、図１３（ｃ）に示す工程では、レジスト層９５をエッチングマスクとして、導
電性基板９０を上面９０Ａ側からエッチングして、基板フレーム１２を形成する。例えば
、レジスト層９５の開口部９５Ｘから露出された導電性基板９０を上面９０Ａ側からエッ
チングし、導電性基板９０に開口部１２Ｘを形成して基板フレーム１２を形成する。この
開口部１２Ｘの形成により、各単位リードフレーム１４に複数の配線３５が画定される。
【００８４】
　このように、本工程では、導電性基板９０が絶縁層５５及び金属板７０によって支持さ
れた状態で、その導電性基板９０をパターニングして基板フレーム１２（配線３５）を形
成するようにした。このため、エッチングにより配線３５及びめっき層４０，４１のみを
残すようにしても、つまり従来のリードフレームで必要なセクションバーやサポートバー
を残さずに配線３５及びめっき層４０，４１のみを残すようにしても、絶縁層５５及び金
属板７０によって配線３５を保持することができる。その後、レジスト層９５を例えばア
ルカリ性の剥離液により除去する。
【００８５】
　次に、図１４（ａ）に示す工程では、配線３５上及び絶縁層５５上に、接続パッドＰ１
及び電極端子Ｐ２にそれぞれ対応する開口部８０Ｘ，８０Ｙを有する絶縁層８０を形成す
る。続いて、絶縁層８０を１５０℃程度の温度雰囲気でキュア（熱硬化処理）を行うこと
により硬化させる。
【００８６】
　以上の製造工程により、図１０に示した単位リードフレーム（配線基板）１４がマトリ
クス状に複数個連設された構造体が製造される。
　次に、図１４（ｂ）に示す工程では、各単位リードフレーム１４に１又は複数の発光素
子２１をワイヤボンディング実装する。続いて、図１４（ｃ）に示す工程では、単位リー
ドフレーム１４上に実装された発光素子２１及びボンディングワイヤ２３を封止する封止
樹脂２４を形成する。
【００８７】
　その後、破線で示した切断位置の絶縁層５５，８０及び金属板７０をダイシングブレー
ド等によって切断する。これにより、単位リードフレーム１４に発光素子２１が実装され
てなる発光装置２０が複数個製造される。そして、その発光装置２０を実装基板に実装す
る際に、絶縁層８０の開口部８０Ｙから露出されためっき層４０に外部接続用ワイヤ２５
が接続される。
【００８８】
　以上説明した本実施形態によれば、上記第１実施形態と同様の効果を奏することができ
る。
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
【００８９】



(17) JP 6280710 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

　・上記第２実施形態では、配線３７の上面３７Ａの一部を被覆するようにめっき層４０
を形成するようにしたが、これに限定されない。
　例えば図１５に示すように、配線３７の上面３７Ａ全面及び側面全面を被覆するように
めっき層４０を形成するようにしてもよい。なお、この場合の絶縁層８０には、例えばめ
っき層４０の上面の一部を接続パッドＰ１又は電極端子Ｐ２として露出する開口部８０Ｘ
，８０Ｙが形成される。
【００９０】
　・上記各実施形態におけるめっき層４１を省略してもよい。この場合には、例えば図１
５に示すように、配線３７の下面３７Ｂ（配線３２の下面３２Ｂ）に接合部材６１を介し
て電子部品６０が実装される。
【００９１】
　・上記各実施形態における絶縁層８１の形状に特に限定されない。例えば図１６に示す
ように、絶縁層８１の上面に凹部８１Ｘを形成するようにしてもよい。この凹部８１Ｘは
、絶縁層８１の上面から絶縁層８１の厚さ方向の中途位置まで形成されている。すなわち
、各凹部８１Ｘは、その底面が絶縁層８１の厚さ方向の中途に位置するように形成されて
いる。そして、発光素子２１を上記凹部８１Ｘの底面上に搭載するようにしてもよい。こ
れにより、発光素子２１を囲むように、高い反射率を有する絶縁層８１を形成することが
できるため、発光装置２０の発光効率を向上させることができる。
【００９２】
　・上記各実施形態の発光装置２０及び配線基板１４から配線３１，３６を省略するよう
にしてもよい。このような構造では、発光素子２１の熱を絶縁層８１を介して配線３０に
逃がすことができるため、発光素子２１の発光効率の寿命を向上させることができる。
【００９３】
　・上記各実施形態及び上記各変形例では、絶縁層８１上に発光素子２１を搭載するよう
にしたが、発光素子２１の搭載位置はこれに限定されない。
　例えば図１７（ａ）に示すように、配線３１上にめっき層４０と同様のめっき層４２を
形成し、そのめっき層４２上に発光素子２１を搭載するようにしてもよい。例えば、発光
素子２１を、めっき層４２上に接着剤２２を介して接着するようにしてもよい。
【００９４】
　・また、絶縁層８１及びめっき層４２を省略し、配線３１上に発光素子２１を搭載する
ようにしてもよい。あるいは、図１７（ａ）に示した配線基板１４からめっき層４２及び
配線３１を省略し、絶縁層５０の上面５０Ａ上に発光素子２１を搭載するようにしてもよ
い。
【００９５】
　・上記各実施形態及び上記各変形例では、電子部品６０を、発光素子２１と平面視で重
ならない位置に設けるようにしたが、電子部品６０の設置位置は特に限定されない。
　例えば図１７（ｂ）に示すように、電子部品６０を、その少なくとも一部が発光素子搭
載領域（例えば、発光素子２１や接続パッドＰ１）と平面視で重なるように設けるように
してもよい。この場合には、例えば配線３１の下面３１Ｂの所要の箇所にめっき層４１が
形成され、配線３２の下面３２Ｂの所要の箇所にめっき層４１が形成され、それらめっき
層４１の下面に電子部品６０が実装される。なお、この場合の配線３１は、図示は省略す
るが、例えばめっき層４１の形成されていない配線３２や発光素子２１等と電気的に接続
されている。
【００９６】
　・上記各実施形態では、電子部品６０を、その少なくとも一部が電極端子Ｐ２と平面視
で重なる位置に設けるようにしたが、電子部品６０の設置位置は特に限定されない。
　例えば図１８（ａ）に示すように、電子部品６０を、電極端子Ｐ２と平面視で重ならな
い位置に設けるようにしてもよい。この場合には、例えば電子部品６０が実装される配線
３２よりも外側に配線３３が形成され、その配線３３の上面に電極端子Ｐ２となるめっき
層４０が形成される。また、この場合には、例えばめっき層４１が形成される配線３２の
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上面は絶縁層８２によって被覆されている。
【００９７】
　・図１８（ｂ）に示すように、絶縁層８１上に複数（ここでは、４つ）の発光素子２１
を搭載するようにしてもよい。本例では、絶縁層８１上で最も外側に搭載された発光素子
２１の電極（図示略）は、接続パッドＰ１とボンディングワイヤ２３を介して電気的に接
続されている。そして、隣接する発光素子２１の電極は、ボンディングワイヤ２３を介し
て互いに電気的に接続されている。このように絶縁層８１上に搭載される発光素子２１の
接続は本例のように直列接続であってもよいし、並列接続であってもよいし、直列接続及
び並列接続の両方であってもよい。
【００９８】
　・上記各実施形態では、各単位リードフレーム１４に発光素子２１をワイヤボンディン
グ実装した後に、単位リードフレーム１４（発光装置２０）を個片化するようにした。こ
れに限らず、例えば単位リードフレーム１４を個片化した後に、各単位リードフレーム１
４に発光素子２１をワイヤボンディング実装するようにしてもよい。
【００９９】
　・上記各実施形態では、単位リードフレーム１４がマトリクス状に複数個連設されたリ
ードフレーム１１に具体化したが、例えば単位リードフレーム１４が帯状に複数個連設さ
れたリードフレームに具体化してもよい。すなわち、単位リードフレームが複数個連設さ
れたリードフレームであれば、その単位リードフレームの配列は特に限定されない。
【０１００】
　・上記各実施形態におけるリードフレーム１１を、例えばＢＧＡ（Ball Grid Array）
、ＬＧＡ（Land Grid Array）やＣＳＰ（Chip Size Package）等のようなパッケージの一
面に外部接続用の端子を複数露出させたタイプの表面実装型パッケージに用いてもよい。
【０１０１】
　・上記各実施形態における配線３０，３５やめっき層４０の平面形状は、矩形状に限ら
ず、例えば三角形や五角形以上の多角形状であってもよく、円形状であってもよい。
　・上記各実施形態における絶縁層８０の開口部８０Ｘ，８０Ｙの平面形状は、矩形状に
限らず、例えば三角形や五角形以上の多角形状であってもよく、円形状であってもよい。
【０１０２】
　・上記各実施形態における配線基板１４及び発光装置２０の平面形状は、矩形状に限ら
ず、例えば三角形や五角形以上の多角形状であってもよく、円形状であってもよい。
　・上記各実施形態の配線基板１４に、発光素子２１の代わりに、例えば発光素子サブマ
ウントをワイヤボンディング実装するようにしてもよい。なお、発光素子サブマウントは
、例えばセラミック等からなるサブマウント基板に発光素子が搭載され、その発光素子の
周囲に反射板が配置され、発光素子が封止樹脂で封止された構造を有している。
【０１０３】
　・上記各実施形態の発光装置２０では、配線基板１４に発光素子２１をワイヤボンディ
ング実装するようにした。これに限らず、例えば配線基板１４に発光素子２１をフリップ
チップ実装するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０４】
　１４　配線基板
　２０　発光装置
　２１　発光素子
　３０，３１，３２，３５，３６，３７　配線
　４０　めっき層（第１めっき層）
　４１　めっき層（第２めっき層）
　５０，５５　絶縁層
　５０Ｘ　凹部
　５５Ａ　上面（第１面）
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　６０　電子部品
　６１　接合部材
　７０　金属板
　８０　絶縁層（反射層）
　８０Ｘ　開口部（第１開口部）
　８０Ｙ　開口部（第２開口部）
　９０　導電性基板
　９３　テープ
　Ｐ１　接続パッド
　Ｐ２　電極端子

【図１】 【図２】



(20) JP 6280710 B2 2018.2.14

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(21) JP 6280710 B2 2018.2.14

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(22) JP 6280710 B2 2018.2.14

【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(23) JP 6280710 B2 2018.2.14

【図１８】



(24) JP 6280710 B2 2018.2.14

10

20

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－２７１０２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０１２７４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０１５４３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１４０７９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１５３０６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１２２９５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１３４５７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－７７６９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－４１１２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１５３０６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２８６０３６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　３３／００－３３／６４
              Ｈ０５Ｋ　　　１／０５　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　１／１８
              Ｈ０５Ｋ　　　３／４４　　　　
              Ｈ０５Ｋ　　　３／４６　　　　
              　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

